
   

栗原栗原栗原栗原画画画画廊廊廊廊・ギャラリー・ギャラリー・ギャラリー・ギャラリー    使用使用使用使用ごごごご案案案案内内内内

使用目的使用目的使用目的使用目的 当ギャラリーは絵画・彫刻・版画・書・陶工芸・手工芸・写真・生花等の展示のために

お貸しいたします。その他、フリースペースとしてもご利用いただけけます。

使用期間使用期間使用期間使用期間 ご使用期間は原則として月曜日から土曜日までの６日間とします。

（年末年始の１２/２７より１/５までは休ませていただきます。）

ご使用期間については、ご相談に応じますのでお気軽にご相談下さい。

使用時間使用時間使用時間使用時間 午前１１：００～午後６：００迄といたします。

搬入搬入搬入搬入・・・・搬出搬出搬出搬出 搬入は前日の午後２：００から可能です。

搬出は最終日の閉廊後に完了して下さい。

使 用 料使 用 料使 用 料使 用 料 使用料は６日単位（平日・月曜日から土曜日）で９４,５００円（税込）です。

［日曜日及び祭日の使用は１日に付き２１,０００円（税込）です。］

申申申申しししし込込込込みみみみ 所定の用紙にご記入の上、使用料の半額を添えて申し込み下さい。

残金はご使用開始１週間前迄にお支払い下さい。

尚、ご使用者側の都合による解約につきましては、返金できません。

そ の そ の そ の そ の 他他他他 招待状、カタログ、ポスター等はご使用者側でご手配下さい。

搬入・搬出、また会期中の保全管理はご使用者側にてお願いします。

会期中の作品にまつわる火災、盗難、天災地変による事故の場合は当ギャラリー

は責任は負えませんのでご了承下さい。

当ギャラリーの設備、備品等を破損された場合には補修していただきます。

申し込み者以外への使用権の譲渡、転貸は禁止いたします。

ご使用の打合せは開催１週間前迄にお願いいたします。

栗原画廊 「ギャラリー」 図面 TEL03(3982)6044    FAX03(3982)1690

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-19-5 寿マンション１階

栗原栗原栗原栗原画画画画廊廊廊廊・ギャラリー・ギャラリー・ギャラリー・ギャラリー    使用申使用申使用申使用申しししし込込込込みみみみ書書書書

申し込み日        年     月     日
     

展覧会名
        

展覧会内容
        

会  期        年     月     日   →     年     月     日
 

主催責任者

住所
       

氏名 印 TEL
     

鍵受渡し返却日 受渡し日    月     日    時 返却日    月     日    時

お申し込み FAX No 03(3982)1690


